
 

 

～重度障がい児者の方の豊かな地域生活を支援します～ 

  

 

 

 

１ 新たな重度障がい児者支援事業の概要 

（１）重度障がい児者支援事業 

   【主な事業内容】 

   重度障がい児者の方が利用する生活介護事業所、放課後等デイサービス事業所、短期入所事業所

の運営費を助成。 

（２）重度障がい児者利用施設基盤整備事業 

   【主な事業内容】 

   重度障がい児者の方を受け入れる生活介護事業所等の施設整備費を助成。 

（３）重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業 

   【主な事業内容】 

○東部・中部・西部の各圏域で医療機関が実施する医療型ショートステイの病床を１床確保。 

○併せて、当該ショートステイにおける支援の場に、家族に代わって利用者の見守り等を実施する重

度訪問介護事業所のヘルパー等を派遣。 

（４）重度障がい者地域リハビリテーション促進モデル事業 

   【主な事業内容】 

   重度障がい者の方が日中利用する生活介護事業所等に、県が委託する医療機関等の理学療法士な

ど専門職員を派遣し、事業所職員に対し、重度障がい者への関わりについて指導、助言を実施。 

（５）重度障がい児者地域生活促進・安心事業 

    【主な事業内容】 

   ○入所中等の医療的ケアが必要な重度障がい児者の方を対象に、ケアホーム等を活用して在宅生

活を送るための生活体験を実施する団体を助成。 

   ○重度障がい児者やその保護者の悩みや思いに寄り添い、適切な情報提供や豊富な経験に基づく

助言等を行う相談員を配置。（各圏域１名づつ） 

 

 

県では、重度の障がい児者の方が地域で安心して、より豊かな生活

を送るための環境を整備するために、これまで実施してきた施策に加

え、平成２６年度より新規事業を立ち上げ、重度障がい児者の方への

支援を充実します。 

平成２６年度 重度障がい児者支援策のご案内 



鳥取市 障がい福祉課 ０８５７－２０－３４７５ 湯梨浜町 総合福祉課 ０８５８－３５－５３７４

米子市 障がい者支援課 ０８５９－２３－５１５３ 北栄町 福祉支援室 ０８５８－３７－５８５２

倉吉市 福祉課 ０８５８－２２－８１１８ 日吉津村 福祉保健課 ０８５９－２７－５９５２

境港市 福祉課 ０８５９－４７－１１２１ 大山町 福祉介護課 ０８５９－５４－５２０７

岩美町 福祉課 ０８５７－７３－１３３３ 南部町 福祉事務所 ０８５９－６６－５５２２

若桜町 町民福祉課 ０８５８－８２－２２３２ 伯耆町 福祉課 ０８５９－６８－５５３４

智頭町 福祉課 ０８５８－７５－４１０１ 日南町 福祉保健課 ０８５９－８２－０３７４

八頭町 保健課 ０８５８－７２－３５９０ 日野町 健康福祉課 ０８５９－７２－０３３４

三朝町 健康福祉課 ０８５８－４３－３５２０ 江府町 福祉保健課 ０８５９－７５－６１１１

琴浦町 福祉課 ０８５８－５２－１７０６

２ お問い合わせ先 

（１）重度障がい児者支援事業について 

各市町村障がい福祉担当課 

 

（２）重度障がい児者利用施設基盤整備事業について 

  鳥取県福祉保健部障がい福祉課               電話：０８５７－２６－７１５４ 

 

（３）重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業について 

  東部圏域：県立中央病院（地域連携センター）        電話：０８５７－２６－２２７１ 

  中部圏域：中部医師会立三朝温泉病院（医事課）       電話：０８５８－４３－１３２１ 

  西部圏域：独立行政法人山陰労災病院（地域連携室）     電話：０８５９－３３－８１８１ 

 （制度全般に関するお問い合わせ先） 

  鳥取県福祉保健部子育て王国推進局子ども発達支援課     電話：０８５７－２６－７８６５ 

 

（４）重度障がい者地域リハビリテーション促進モデル事業について 

  東部圏域：株式会社リライフ                電話：０８５７－５０－０２２２ 

  中部圏域：医療法人共済会（清水病院）           電話：０８５８－２２－６１６１ 

西部圏域：医療法人養和会（養和病院）           電話：０８５９－２９－５３５１ 

 

（５）重度障がい児者地域生活促進・安心事業について 

  鳥取県福祉保健部子育て王国推進局子ども発達支援課     電話：０８５７－２６－７１５１ 


